
211 

 

富山県地域防災計画（地震・津波災害編）修正案に係る新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

 

第４章  震災復旧対策 

 
  震災により被災した地域の復旧・復興においては、民生安定のための各種の緊急対策を講じ、被災者の
生活再建を支援するとともに、激甚災害の指定等により、再度の災害発生の防止に配慮した公共施設等を
復旧し、より安心で安全な地域振興のための基礎的な条件づくりを目指すものとする。 
 

計画の体系

第１節 民生安定のための緊急対策第４章

第２節 激 甚 災 害 の 指 定震災復旧対策

第３節 公共土木施設の災害復旧計画

第１節 民生安定のための緊急対策 

  防災関係機関及び各種団体等は協力して、被災者に対する生活必需物資の供給等、人心の安定と社会秩
序の維持を図るための災害復旧対策を実施し、民生安定のための緊急措置を行うものとする。 

対策の体系

１ 生活相談

２ 義援金、救援物資の取扱い

民 ３ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の

生 第１ 被 災 者 の 生 活 確 保 支給並びに災害援護資金の貸付け

安 ４ 災害見舞金等の支給

定 ５ 被災者生活再建支援金の支給

の ６ 生活福祉資金の貸付け

た ７ 災害復旧資金

め ８ 失業者（休業者）の生活の安定対

の 策等

緊 第２ 中小企業、農林漁業者に対する支援 １ 中小企業への融資等

急 ２ 農林漁業関係者への融資

対 第３ 税 の 徴 収 猶 予 及 び 減 免 等 １ 県の措置

策 ２ 市町村の措置

１ 郵便関係

第４ 郵政事業の災害特別事務取扱い等 ２ 郵便貯金､郵便為替､郵便振替関係

３ 簡易保険関係

 

 

第４章  地震・津波災害復旧対策 

 
 
 
 
 また、被災した場合に、迅速かつ円滑な復旧・復興を図る長期的復興計画を作成するため、復興対策
の研究や他県の先進事例を調査するものとする。 
 
 
 

第４章 

 地震・津波災害復旧対策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・「震災」を「地震・津波災
害」に修正 
 
 
 
 
・復興計画策定のための事
前調査研究を追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・文言修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・日本郵政公社の民営分社
化による。 
（１～３削除） 
 
 
 

対策の体系

１ 生活相談

２ 義援金、救援物資の取扱い

民 ３ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の

生 第１ 被 災 者 の 生 活 確 保 支給並びに災害援護資金の貸付け

安 ４ 災害見舞金等の支給

定 ５ 被災者生活再建支援金の支給

の ６ 生活福祉資金の貸付

た ７ 災害復旧資金の貸付

め ８ 失業者（休業者）の生活の安定対

の 策等

緊 第２ 中小企業、農林漁業者に対する支援 １ 中小企業への融資等

急 ２ 農林漁業関係者への融資

対 第３ 税 の 徴 収 猶 予 及 び 減 免 等 １ 県の措置

策 ２ 市町村の措置

第４ 郵便業務に係る災害特別事務取扱い等
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富山県地域防災計画（地震・津波災害編）修正案に係る新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

第１ 被災者の生活確保  
 震災により被害を受けた県民が、被災から速やかに再起するよう、被災者に対する生活相談、義援金・
救援物資、災害弔慰金等の支給、生活福祉資金の貸付け、失業者（休業者）の生活安定対策等、県民の自
力復興を促進するための各種対策を講じ、早期の生活安定を図る。 
 また、これらによる被災者の自立的生活再建の支援を早期に実施するため、市町村は被災後早期にり災
証明の交付体制を確立し、被災者にり災証明書を交付するものとする。 
 １ 生活相談（県各部局、市町村）                       
 （１）被災者の要望の把握 
    県及市町村は、被災者の要望把握を専門に行う職員を避難所等に派遣するとともに、住民代表、

民生委員、ボランティア等との連携により、被災者の要望を集約する。 
    さらに、被災地域が広域にわたり、多数の避難所が設置された場合には、数カ所の避難所を巡回

するチームを設けて、要望の把握にあたる。 
 （２）生活相談の実施 
    県及び市町村は、住民からの生活相談に適時適切に対応するものとする。 
   ア 市町村 
     被災者のための相談所を設置し、苦情又は要望事項を聴取し、その解決を図るとともに、その

内容を関係機関に連絡するなど、積極的に広聴活動を実施するものとする。 
     また、被災者への迅速かつ適切な救護措置を推進するため、避難所等の窓口に一本化した被災

相談所を設け、相談、要望、苦情等を聴取し、速やかに関係部局に連絡し早期解決を図る。   
      イ 県 
     市町村と連絡を密にし、市町村相互の相談態勢の総合調整を行う。 
 （３）各種相談窓口の設置 
    県及び市町村は、被災者の要望に応じて次のような相談窓口を設置する。 
    これらの相談窓口は、専門的な内容も多いため、関係団体、業界団体、ボランティア組織等の協 

力を得て、準備、開設及び運営を実施する。 
    また、被災の長期化に対応して、適宜、相談組織の再編等を行う。 
   ア 生命保険、損害保険（支払い条件等） 
   イ 家電製品の取扱い等（感電、発火等の二次災害対策等） 
   ウ 法律相談（借地借家契約、マンション修復、損害補償等） 
   エ 心の悩み相談（恐怖、虚脱感、不眠、ストレス、人間関係等） 
   オ 外国人（安否確認、母国との連絡、避難生活等） 
   カ 住宅（仮設住宅、空家情報、公営住宅、復旧工事等） 
   キ 雇用、労働（失業、解雇、休業、賃金未払い、労災補償等） 
   ク 消費（物価、必需品の入手等） 
   ケ 教育（学校） 
   コ 福祉（身体障害者、高齢者、児童等） 
   サ 医療・衛生（医療、薬、風呂等） 
   シ 廃棄物（ごみ、がれき、産業廃棄物、家屋の解体・撤去等） 
   ス 金融（生活資金の融資等） 
   セ 税（徴収猶予及び減免等） 
   ソ ライフラインの復旧状況（電気、ガス、水道、下水道、電話、交通関係） 
   タ ガス消費機器の取扱等（適合ガス種、ガス漏えい対策等） 
 
 ２ 義援金、救援物資の取扱い （県厚生部、市町村、日本赤十字社富山県支部） 
  （１）義援金、救援物資の受入れ 
  ①受付 
    県（厚生企画課）、市町村及び日本赤十字社富山県支部等関係団体は、それぞれ送付された義援

金、救援物資の受付先を定めておくものとする。なお、救援物資については、受入れを希望望する
もの及び希望しないものを報道機関を通して公表するものとする。 

    ②保管 
        県、市町村及び日本赤十字社富山県支部等関係団体は、それぞれ義援金の保管方法や救援物資の

集積地を定めておくものとする。 
   ③配分  
      県は、義援金について、県、市町村及び日本赤十字社富山県支部等関係団体で構成する委員会を

設置するものとし、災害規模に応じ、この委員会において義援金の配分について定めるものとする。
また、救援物資については、被災市町村と連携を図り、希望する物資を輸送するものとする。 

   （２）救援物資の提供 
    県民、企業等は、救援物資を提供する場合には、被災地のニーズに応じた物資とするよう、また、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
県（厚生企画課）、市町村及び日本赤十字社富山県支部等関係団体は、それぞれ送付された

義援金、救援物資の受付先を定めておくものとする。なお、救援物資については、受入れを希
望するもの及び希望しないものについて、報道機関を通して公表するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・誤字修正 
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富山県地域防災計画（地震・津波災害編）修正案に係る新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

品名を明示する等梱包に際して被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送に十分配慮した方法と
するよう努めるものとする。 

 
 ３ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付け（市町村）   
                         制 度 の 概 要                   （平成１４年１１月末日現在） 

   区    分      概         要         根   拠 
①災害弔慰金の支給  自然災害により死亡した住民の遺族に対し、市 

町村が、国・県・市町村（1/2・1/4・1/4）の三者 
の負担のもとに500万円以内の災害弔慰金を支給 
するもの 

災害弔慰金の支給等に関する 
法律 第３条 

②災害障害見舞金の支給  自然災害により精神又は身体に障害を受けた者 
に対して、国・県・市町村（1/2・1/4・1/4）の三者

の負担のもとに250万円以内の災害障害見舞金を支

給するもの 

災害弔慰金の支給等に関する 
法律 第８条     

③災害援護資金の貸付け   自然災害により住居や家財に被害を受けた場合 
及び世帯主が負傷した場合に、その世帯の生活の 
立て直しを目的とした貸付制度 

災害弔慰金の支給等に関する 
法律 第１０条 

 
 （１）災害弔慰金 
        市町村は、条例の定めるところにより「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて、地震等

の自然災害で、被害の程度が一定規模に達した場合に、その災害により死亡した住民の遺族に対し
災害弔慰金を支給する。 

   ア 対象災害 
   （ア）１市町村において住居が５世帯以上滅失した災害 
   （イ）県内において住居が５世帯以上滅失した市町村が３以上ある場合の災害 
   （ウ）県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害及び（イ）と同等と認

められる特別の事情がある場合の災害 
   （エ）災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が２以上ある場合の災害 
   イ 支給額 
   （ア）生計維持者 ５００万円以内 
   （イ）その他の者 ２５０万円以内 
   ウ 受給遺族 
     配偶者、子、父母、孫、祖父母 
 
 
  
 
 

（２）災害障害見舞金 
   ア 支給対象者 
     市町村は、条例の定めるところにより災害弔慰金の支給における対象災害と同一の範囲の災害

で、その災害により負傷又は疾病にかかり、それが治ったとき（その症状が固定したときを含む。）
に次に規定する程度の障害を有する者を対象とし、災害障害見舞金を支給する。 

   （ア）両眼が失明した者 
   （イ）咀嚼及び言語の機能を廃した者 
   （ウ）神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する者 
   （エ）胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する者 
   （オ）両上肢をひじ関節以上で失った者 
   （カ）両上肢の用を全廃した者 
   （キ）両下肢をひざ関節以上で失った者 
   （ク）両下肢の用を全廃した者 
   （ケ）精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上

と認められる者 
   イ 支給額 
   （ア）生計維持者 ２５０万円以内 
   （イ）その他の者 １２５万円以内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ウ 受給遺族 
     死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を
除く。)、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又
は生計を同じくしていた者に限る。)の範囲とする。ただし、兄弟姉妹にあっては、当該配偶
者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・H23災害弔慰金の支給等に
関する法律の改正による修
正 
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富山県地域防災計画（地震・津波災害編）修正案に係る新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

 （３）災害援護資金 
   ア 貸付対象者及び貸付限度額 
     市町村は、条例の定めるところにより県内において「災害救助法」適用された市町村が１以上

ある場合の自然災害を対象とし、災害援護資金の貸付けを行う。なお、貸付対象者・限度額は次
のとおりとする。 

 
                               （平成１４年１１月末日現在） 

      被 害 の 種 類 及 び 程 度              金  額 
（１）世帯主の１ヶ月以上の負傷    150万円 
（２）家財等の損害 
  ア 家財の１／３以上の損害 
   イ 住居の半壊 
  ウ 住居の全壊（エの場合を除く） 
  エ 住居全体の滅失又は流失 

 
   150万円 
   170万円 
   250万円 
   350万円 

（３）（１）と（２）が重複した場合 
   ア（１）と（２）のアが重複した場合 
   イ（１）と（２）のイが重複した場合 
   ウ（１）と（２）のウが重複した場合 

 
   250万円 
   270万円 
   350万円 

（４）次のいずれかの事由の１つに該当する場合であって、被災した住宅を建 
  て直すに際し、残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別な事情がある 
  場合 
   ア （２）のイの場合 
   イ  （２）のウの場合 
   ウ  （３）のイの場合 

 
 
 
   250万円 
   350万円 
   350万円 

 
 
      イ 貸付条件 
   （ア）所得制限 
                                        （平成１６年８月１日現在） 

 世帯人数     市町村民税における総所得額 

 １人 
 ２人 
 ３人 
 ４人 
 ５人以上 

                ２２０万円 
                ４３０万円 
                ６２０万円 
                ７３０万円 
  １人増すごとに７３０万円に３０万円を加えた額 

     ただし、その世帯の住宅が滅失した場合にあっては１，２７０万円 
      （イ）利 率 
            年３％（据置期間は無利子） 
   （ウ）据置期間 
      ３年（特別の事情がある場合は５年） 
   （エ）償還期間 
      １０年（据置期間を含む） 
   （オ）償還方法 
      年賦又は半年賦 
        （資料 「５－９ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給と災害援護資金の貸付」） 
 
 ４ 災害見舞金等の支給（県厚生部、市町村） 
 （１）災害見舞金 
       県は、地震等の自然災害によって、住家が全壊、半壊した世帯に対して、市町村を通じて見舞金

を支給する。 
   ア 対象災害 
   （ア） 県内に「災害救助法」が適用された市町村が１以上ある場合の災害 
   （イ） （ア）と同等の被害と知事が認めた災害 
   イ 支給額 
   （ア）全壊世帯  １０万円 
   （イ）半壊世帯      ５万円 
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富山県地域防災計画（地震・津波災害編）修正案に係る新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

  
 
 

５ 被災者生活再建支援金の支給（県厚生部、市町村） 
  自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によって自立して生活

を再建することが困難な者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、被災者生活
再建支援金を支給する。 

  
（１）対象となる自然災害 

   ア 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害(同条第２項のみな
し規定により該当することとなるものを含む。)が発生した市町村の区域にかかる自然災害 

  イ １０以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る自然災害 
  ウ １００以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る自然災害 
  エ ５以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生し、上記ア～ウに規定する区域に隣接する市町村 
    （人口１０万人未満に限る。）の区域に係る自然災害 
 
 
 
 
 
 （２）支給対象世帯 
  ア 住宅が全壊した世帯 
  イ 住宅が半壊し、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯 
  ウ 災害による被害が発生する危険な状況が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続すること

が見込まれる世帯 
  エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯（大規模半壊

世帯） 
 （３）支給金額  
      下表に示す限度額の範囲内で、①～⑧の経費に対して支給される。 

     合計  
    ①～④ 

 
    ⑤～⑧ 

                   
                   
                   
                   複数(２人以上)世帯   ３００万円   １００万円   ２００万円 

単数(１人)世帯   ２２５万円     ７５万円   １５０万円 

①通常又は特別な事情により生活に必要な物品の購入費又は修理費 
②自然災害により負傷し、又は疾病にかかった者の医療費 
③住居の移転費又は移転のための交通費 
④住宅を賃借する場合の礼金 
⑤民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費（５０万円が限度） 
⑥住宅の解体（除却）・撤去・整地費 
⑦住宅の建設、購入又は補修のための借入金等の利息 
⑧ローン保証料、その他住宅の建替等にかかる諸経費 
 (注)大規模半壊世帯は⑤～⑧のみ対象（１００万円が限度） 
 (注)長期避難世帯の特例として避難指示が解除された後、従前居住していた市町村内に居住する世帯は、更に

①、③の経費について合計金額の範囲内で７０万円を限度に支給 
 (注)他の都道府県へ移転する場合は⑤～⑧それぞれの限度額の１／２ 

     (注)他の都道府県へ移転する場合は⑤～⑧それぞれの限度額の１／２ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
（１）対象となる自然災害 

   ア 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害(同条第２項のみ
なし規定により該当することとなるものを含む。)が発生した市町村の区域に係る自然災害 

イ １０以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る自然災害 
ウ １００以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した県の区域に係る自然災害 
エ ア又はイに規定する被害が発生した市町村以外の市町村(人口１０万未満のものに限る。)の区
域であって、５以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る自然災害  

オ 隣接県においてアからウまでに規定する被害のいずれかが発生した場合における当該県に隣
接する県内の市町村(人口１０万未満のものに限る。)の区域であって、５以上の世帯の住宅が全
壊する被害が発生したものに係る自然災害  

カ ウ又はエに規定する被害が発生した都道府県が２以上ある場合における県内の市町村(人口 
１０万未満のものに限る。)の区域であって、５(人口５万未満の市町村にあっては、２)以上の
世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る自然災害 

 
 
 
 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯（(３)にお
いて「大規模半壊世帯」という。） 

(３) 支給金額等 
ア 県は被災世帯となった世帯の世帯主に対し、申請に基づき被災者生活再建支援金(以下「支援
金」という。)の支給を行う。 

イ 被災世帯(その属する者の数が１である世帯(オにおいて「単数世帯」という。)を除く。以下(３)
において同じ。)に対する支援金の額は、１００万円(大規模半壊世帯にあっては、５０万円)に、
当該被災世帯が次に掲げる世帯の区分であるときは、当該各区分に定める額を加えた額とする。
① その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯   ２００万円 
➁ その居住する住宅を補修する世帯  １００万円 
③ その居住する住宅(公営住宅法第２条第２号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する世帯   
５０万円 

ウ イの規定にかかわらず、被災世帯が同一の自然災害によりイの①から③までのうち２以上に該
当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、１００万円(大規模半壊世帯にあっては、
５０万円)にイの①から③までに定める額のうち最も高いものを加えた額とする。 

エ イ及びウの規定にかかわらず、当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況
が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状
態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯であって被災者生活再建支援法施行令第３条
第１項各号に定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、同条第２項及び第３項に定める額とす
る。 

オ 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、イからエまでの規定を準用する。この場合
において、イ及びウの規定中「１００万円」とあるのは「７５万円」と、「５０万円」とあるの
は「３７万５０００円」と、イの規定中「２００万円」とあるのは「１５０万円」と、エの規定
中「３００万円」とあるのは「２２５万円」と読み替えるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・H19被災者生活再建支援法
施行令の改正による修正 
 
 
 
・Ｈ22被災者生活再建支援
法施行令の改正による修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
・H19被災者生活再建支援法
の改正による修正 
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富山県地域防災計画（地震・津波災害編）修正案に係る新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

（４）支給にかかるその他の要件 
         年収等の要件            支給限度額        

       
       
       
       
       
       

  複数世帯     単数世帯 

（年収）≦５００万円 の世帯  ３００万円    ２２５万円 

５００万円＜（年収）≦７００万円 
かつ、世帯主が４５歳以上又は要援護世帯 

 
 １５０万円 

 
 １１２．５万円 

７００万円＜（年収）≦８００万円 
かつ、世帯主が６０歳以上又は要援護世帯 

        (注)要援護世帯：心神喪失・重度知的障害者、１級の精神障害者、１，２級の身体障害者などを含む世帯 
 
 ６ 生活福祉資金の貸付け（県社会福祉協議会）           
   災害により被害を受けた低所得世帯における速やかな自立更生のために、富山県社会福祉協議会が 

民生委員、市町村社会福祉協議会の協力を得て、災害援護資金又は住宅資金の貸付けを行う。 
 （１）災害援護資金 
   ア 貸付対象者 災害を受けたことにより困窮し、自立更生のための資金を必要とする低所得世帯 
   イ 貸付限度額 １５０万円以内 
   ウ 償還期間 １年以内の据置期間（災害の状況に応じて２年以内）経過後７年以内 
   エ 利   率 年３％。ただし、据置期間中は無利子 
 
  

（２）住宅資金 
   ア 貸付対象者 災害により被害を受けた住宅を補修又は改築等するための資金を必要とする低

所得世帯 
   イ 貸付限度額 １５０万円以内。ただし、特に必要と認められる場合は２４５万円以内 
   ウ 償還期間 ６月以内の据置期間（災害の状況に応じて２年以内）経過後６年以内、ただし、上

記イの「特に必要と認められる場合」の償還期間は７年以内 
   エ 利   率 年３％。ただし、据置期間中は無利子 
           なお、被害の程度に応じて両資金の重複貸付も可能である。 
  （３）利子負担の軽減 
        支払った利息分を規程に基づき本人に返還することにより、借入者の利子負担の軽減を図る制度

を県独自で設けている。 
 
 ７ 災害復旧資金の貸付（県商工労働部、北陸労働金庫） 
   （１）災害復旧資金 
         災害により被害を受けた勤労者又はその家族に対し、不動産及び生活の復旧に必要な資金の貸

付を行う。 
       ア 貸付対象者 富山県内に１年以上継続して居住しており、同一事業所に１年以上継続して勤

務している勤労者 
    イ  貸付限度額 １００万円 
    ウ 償還期間  ５年以内    
       エ 利   率   年２．５％、保証料別途年０．８％ 
       オ 取扱窓口   北陸労働金庫（富山県内の支店） 
 
 ８ 失業者（休業者）の生活の安定対策等（富山労働局、県商工労働部） 
 （１）雇用保険の求職者給付の支給に関する特例措置 
     災害によりその雇用される適用事業所（災害救助法が適用された地域に限る）が休業するに至っ

たため一時的な離職を余儀なくされた者に対し、基本手当を支給し、失業期間中の生活の安定を図
る。 

    また、失業により基本手当を受給中の者が災害により認定日に出向いていくことができない場合
には事後に証明書により、失業の認定を行い基本手当を支給する。 

    さらに、被災地以外の公共職業安定所においてもこれらの支給を受けることができる等、これら
の周知を図るものとする。 

 （２）労働保険料の納付期限の延長措置 
    被災した労働保険適用事業主及び労働保険事務組合に対し、関係法令に基づき、労働保険料の納

付期限の延長措置を講ずる。 

 
（削除） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 生活福祉資金の貸付（県社会福祉協議会） 

   災害により被害を受けた低所得世帯等における速やかな自立更生のために、富山県社会福祉協議
会が民生委員、市町村社会福祉協議会の協力を得て、福祉資金の貸付けを行う。 

（１） 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 
  ア 貸付対象者 低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要する高

齢者が属する世帯に限る。） 
イ 貸付限度額  １５０万円以内 
ウ 償 還 期 間  ６月以内の据置期間（災害の状況に応じて２年以内）経過後７年以内 
エ 利    率  無利子。ただし、連帯保証人がいない場合にあっては、年 1.5％ 

 

（２）災害を受けたことにより住宅の補修、改築等に必要な経費 

ア 貸付対象者 低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要する 

高齢者が属する世帯に限る。） 

  イ 貸付限度額  ２５０万円以内 

ウ 償 還 期 間  ６月以内の据置期間（災害の状況に応じて２年以内）経過後７年以内 
  エ 利    率  無利子。ただし、連帯保証人がいない場合にあっては、年 1.5％ 
 
 

 
 
７ 災害復旧資金の貸付（県商工労働部、北陸労働金庫） 

   （１）災害復旧資金 
         災害により被害を受けた勤労者又はその家族に対し、不動産及び生活の復旧に必要な資金の

貸付を行う。 
       ア 貸付対象者 富山県内に居住しており、同一事業所に１年以上継続して勤務している勤労

者 
 
    イ  貸付限度額 １５０万円 
    ウ 償還期間  ５年以内    
       エ 利   率   年２．２％、保証料別途年０．８％ 
       オ 取扱窓口   北陸労働金庫（富山県内の支店） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・H19被災者生活再建支援法
の改正により年収による支
給要件の撤廃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・H21生活福祉資金貸付制度
要綱の改正による修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・制度改正 
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富山県地域防災計画（地震・津波災害編）修正案に係る新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

 （３）被災者に対する就職あっせん及び職業訓練対策 
   ア 被災者に対する就職あっせん 
     公共職業安定所は、震災による離職者の把握に努めるとともに、その再就職について県下各公

共職業安定所（８ヶ所）との緊密な連携のもとに、速やかな就職あっせんに努めるものとする。 
          このため、公共職業安定所に臨時職業相談窓口（公共職業安定所へ出向くことが困難な地域に

あっては臨時職業相談所）を開設するとともに、巡回職業相談を実施するものとする。 
     また、他都道府県への再就職希望者については、総合的雇用情報システムの活用等により、他 

都道府県と連絡調整を行い雇用の安定を図るものとする。 
   イ 失業者（休業者）への対策 
     雇用調整助成金の特例措置等の周知とその活用により失業の予防を図るとともに、公共職業安

定所に相談コーナーを設置し、説明会の開催等により、雇用の維持・確保に努める。 
   ウ 新規学卒者の内定取り消し又は未就職者の大幅増加防止への対策 
     経営者団体等に対し、内定取り消しの事態が発生しないよう要請を行うとともに、傘下企業に

対して、就職未決定者等の採用について、公共職業安定所への求人申し込みを依頼する等、求人
の確保に努める。 

     公共職業安定所では、受理した求人をネットワークを活用して、新規学卒者等に広く情報提供
を行い就職の促進を図る。 

   エ 職業訓練対策 
     職業能力開発校は、失業者（休業者）の再就職や転職を容易にするため、職業訓練（委託訓練

を含む。）を実施する。また、中小企業者が事業の高付加価値化・新分野展開を行う場合には、
県は中小企業人材高度化能力開発給付金制度の活用を指導する。 

 （４）離職者に対する生活資金の支援 
   ア 離職者生活安定資金の融資 
     離職者に対し、離職中における生活の維持や求職活動に必要な資金の融資を行う。 
  （ア）貸付対象者 次のすべてを満たす者 
           ①富山県内に１年以上継続して居住している者 
           ②離職中であり、公共職業安定所で求職の申込みをし、現在求職活動をしている

者 
           ③世帯の生計を維持している者 
           ④雇用保険一般被保険者であった者で、求職者給付を現在受給中又は受給終了後

６ヶ月以内の者 
   （イ）貸付限度額 １００万円 
  （ウ）償還期間  ５年以内 
  （エ）利率    年２．２％、保証料別途年０．８％ 
  （オ）取扱窓口  北陸労働金庫（富山県内の支店） 
  イ 離職者支援資金の融資 
    失業により生計の維持が困難となった世帯に対し、自立を支援するため、再就職までの間、生活

資金の融資を行う。 
  （ア）貸付対象者 次のすべてを満たす世帯の者 
           ①生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯であること 
           ②生計中心者が就労の可能な状態にあり、求職活動等仕事に就く努力をしている

こと 
                      ③生計中心者が就労することにより世帯の自立が見込めること 
           ④生計中心者が離職の日から２年（特別な場合は３年）を超えていないこと 
           ⑤生計中心者が雇用保険の一般被保険者であった者に係る求職者給付を受給中

でないこと 
  （イ）貸付期間  貸付けを希望する月から１２月以内の期間 
           ただし、当該期間内であって、次の期間は除かれる。 
           ①離職の日から２年（技能取得等の特別の場合は３年）を経過した日の属する月

の翌月以降 
           ②就職した日の属する月の翌々月以降 
  （ウ）貸付限度額 月額２０万円、ただし単身世帯にあっては月額１０万円 
  （エ）償還期間  貸付期間の終了後６月以内の据置期間経過後、７年以内 
  （オ）利率    年３％。ただし据置期間中は無利子 
  （カ）取扱窓口  市町村社会福祉協議会 
  
  
 

 
 （３）被災者に対する就職あっせん及び職業訓練対策 
   ア 被災者に対する就職あっせん 
     公共職業安定所は、震災による離職者の把握に努めるとともに、その再就職について県下各

公共職業安定所（６ヶ所）との緊密な連携のもとに、速やかな就職あっせんに努めるものとす
る。 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （４）離職者に対する生活資金の支援 
   ア 離職者生活安定資金の融資 
     離職者に対し、離職中における生活の維持や求職活動に必要な資金の融資を行う。 
  （ア）貸付対象者 次のすべてを満たす者 
           ①富山県内に１年以上継続して居住している者 
           ②離職中であり、公共職業安定所で求職の申込みをし、現在求職活動をしてい

る者 
           ③世帯の生計を維持している者 
           ④雇用保険一般被保険者であった者で、求職者給付を現在受給中又は受給終了

後６ヶ月以内の者 
   （イ）貸付限度額 １００万円 
  （ウ）償還期間  ５年以内 
  （エ）利率    年２．２％、保証料別途年０．７％ 
  （オ）取扱窓口  北陸労働金庫（富山県内の支店） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
・箇所数変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・制度改正 
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富山県地域防災計画（地震・津波災害編）修正案に係る新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

９ 被災者に対する住宅復興に向けた支援 （県土木部、住宅金融公庫北陸支店） 
    地震等の災害時において、県と住宅金融公庫が協力し、住宅の復興に向けた相談所の開設や住宅

金融公庫融資の返済中の被災県民に対し、返済猶予や返済方法の変更等ができるようにして支援す
る。 

 
第２  中小企業、農林漁業者に対する支援   
 １ 中小企業への融資等（県商工労働部） 
   震災により被害を受けた中小企業者に対し、既往の制度融資等の債務について、償還の猶予及び償

還期間の延長の措置を講じるとともに、県及び政府系金融機関が、事業の復旧に必要な資金の融資を
行い、震災が経営に与える影響を軽減し、事業の安定を図る。 

 （１）既往借入金の償還猶予、償還期間の延長 
     ア 小規模企業者等設備導入資金貸付及び貸与制度の償還期限の延長 
         （激甚法第１３条の小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例）激

甚災害による被災区域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業の既往の小規模企
業者等設備導入資金、小規模企業者等設備貸与制度の債務について、２年を超えない範囲で償
還期限を延長する。 

   イ 小規模企業者等設備導入資金の既往債務の償還期限の延長（激甚災害について２年） 
 （２）県信用保証協会の経営安定関連保証（別枠保証）による信用補完 
   ア 激甚災害による被災区域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者の再建資金の

保証の特例（激甚法第 12 条の中小企業信用保険法による災害関係保証の特例） 
   イ 災害等突発的な事由により地域の相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている

地域に事業所を有する中小企業者 
     [災害の影響後１か月間の販売数量又は売上高が前年同月比 20％以上減尐、かつ、災害の影響

後３か月間の販売数量又は売上高が前年同月比 20％以上減尐すると見込まれるもの] 
     （中小企業信用保険法第２条第３項の経営安定関連保証（災害別枠保証）） 
     [上記ア、イによる措置内容]   
          通常限度額 ２億８千万円 → 災害関係保証等の別枠含む限度額 ５億６千万円 
 （３）政府系中小企業金融三機関による災害復旧貸付制度 
    中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫においても中小企業の災害復旧のため

貸付制度が講じられている。 
 （４）県制度融資による対応  
    県の制度融資においては、経営安定資金地域産業対策枠（災害関連）により、被災中小企業の経

営安定のための融資を行う。 
   ア 対 象 者  天変地異等突発的な事態の発生により経営の安定に支障が生じている中小企業

者 
   イ 資金使途  運転資金 
   ウ 限 度 額  ５，０００万円 
      エ 期  間   ７年（うち据置１年）以内  
      オ 利  率    年１．５５％（平成１６年２月末現在） 
   カ 信用保証  県信用保証協会の保証に付す 
 （５）中小企業高度化資金による対応 
     災害復旧高度化事業 
     既往の高度化資金の貸付を受けた事業用施設が災害による被害を受けた場合に、罹災した施設

の復旧を図る場合や、施設の復旧にあたって新たに高度化事業を実施するもの 
   （ア）貸付割合 ９０％以内（無利子） 
   （イ）期  間  ２０年（うち据置３年）以内 
 
 ２ 農林漁業関係者への融資（県農林水産部）         
    震災により被害を受けた農林漁業者又はその組合に対し、農林漁業の生産力の回復と経営の安定を

図るため、必要な資金措置を迅速かつ適切に講ずる。 
 （１）農林漁業金融公庫による融資 
    農林水産業施設等の災害復旧資金及び被災農林漁業者の経営維持安定に必要な資金について、農

林漁業金融公庫から貸付けを行わせるものとし、必要枠の確保、早期貸付等につき適切な措置を講
じ又は指導を行う。 

 （２）経営資金等の融通 
        農林水産物の被害が一定規模以上である場合においては、天災による被害農林漁業者等に対する

資金の融通に関する暫定措置法の適用を受けて、被害農林漁業者等に対する経営資金等の融通等の
措置を講ずるものとする。 

 
 ９ 被災者に対する住宅復興に向けた支援 （県土木部、住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）） 
   地震等の災害時において、県と住宅金融支援機構が協力し、住宅の復興に向けた相談所の開設や

住宅金融支援機構融資の返済中の被災県民に対し、返済猶予や返済方法の変更等ができるように
して支援する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （２）県信用保証協会の経営安定関連保証（別枠保証）による信用補完 
   ア 激甚災害による被災区域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者の再建資金

の保証の特例（激甚法第 12 条の中小企業信用保険法による災害関係保証の特例） 
   イ 災害等突発的な事由により地域の相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じてい

る地域に事業所を有する中小企業者 
     [災害の影響後１か月間の売上高又は販売数量が前年同月比 20％以上減尐、かつ、災害の影

響後３か月間の売上高又は販売数量が前年同期比 20％以上減尐すると見込まれるもの] 
     （中小企業信用保険法第２条第３項の経営安定関連保証（別枠保証）） 
     [上記ア、イによる措置内容]   
          通常限度額 ２億８千万円 → 災害関係保証等の別枠含む限度額 ５億６千万円 
 （３）政府系金融機関による災害復旧貸付制度 
    株式会社日本政策金融公庫、商工組合中央金庫においても中小企業の災害復旧のため貸付制度

が講じられている。 
 （４）県制度融資による対応  
    県の制度融資においては、経営安定資金地域産業対策枠により、被災中小企業の経営安定のた

めの融資を行う。 
   ア 対 象 者  災害等突発的な事態の発生により経営の安定に支障が生じている中小企業者 
   イ 資金使途  運転資金 
   ウ 限 度 額  ５，０００万円 
      エ 期  間   ７年（うち据置１年）以内  
      オ 利  率    年１．９０％（平成２３年１１月末現在） 
   カ 信用保証  県信用保証協会の保証に付す 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （１）経営資金等の融通 
        農林水産物の被害が一定規模以上である場合においては、天災による被害農林漁業者等に対す 

る資金の融通に関する暫定措置法（以下「天災融資法」という。）の適用を受けて、被害農林漁
業者等に対する経営資金等の融通等の措置を講ずるものとする。 

 （２）農林漁業団体に対する指導 
    災害時において、被害農林漁業者等が緊急に必要とする資金の融通等に関し、農業協同組合等 

関係金融機関に対し、つなぎ資金の融通の依頼その他被害の実情に即した適切な指導を行う。 

 
・名称変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・所要の修正 
 
 
 
 
 
・日本政策金融公庫に統合 
 
 
 
 
 
 
 
 
・制度改正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・記載内容等見直し 
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富山県地域防災計画（地震・津波災害編）修正案に係る新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

 （３）農林漁業団体に対する指導 
    災害時において、被災農林漁業者等が緊急に必要とする資金の融通等に関し、農林中央金庫、関

係金融機関等に対し、つなぎ資金の融通の依頼その他被害の実情に即し適切な指導を行う。 
 
 
 
 
 
第３ 税の徴収猶予及び減免等   
 １ 県の措置（県経営管理部） 
   県は、被災した納税者又は特別徴収義務者（以下「納税者等」という。）に対し、地方税法又は富

山県税条例により、県税の納税緩和措置として、期限の延長、徴収猶予及び減免等の措置を講ずるも
のとする。 

 （１）期限の延長 
    災害により納税者等が期限内に申告、申請、請求その他書類の提出又は県税を納付し、若しくは

納入することができないと認める場合は、次の方法により当該期限を延長する。 
   ア 災害が県内の全部又は一部の地域にわたる場合 
     地域、期日その他必要な事項を指定する。 
   イ ア以外の場合は、納税者等の申請により災害が収まった日から納税者については２か月以内、

特別徴収義務者については 30 日以内において期限を延長する。 
 （２）徴収猶予 
    災害により、財産に被害を受けた納税者等が県税を一時に納付し又は納入することができないと

認めるときは、その者の申請に基づき、１年以内において徴収を猶予する。 
    なお、やむを得ない理由があると認めるときは、更に１年以内の延長を行う。 
 （３）滞納処分の執行の停止等 
    災害により、滞納者が無財産となる等の被害を受けた場合は、滞納処分の執行の停止、換価の猶

予及び延滞金の減免等を行う。 
 （４）減免等 
    被災した納税者等に対し、各税目（個人の県民税、地方消費税、県たばこ税及びゴルフ場利用税

を除く）ごとに法令等の規定に基づき、減免及び納入義務の免除等を行う。 
 
２ 市町村の措置 （市町村） 
   市町村は、災害により被災者の納付すべき市町村税について、法令及び条例の規定に基づき、申告、

申請、請求、その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期日の延長、市町村税（延滞金等を含
む。）の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。 

 
第４ 郵政事業の災害特別事務取扱い等 
 １ 郵便関係（日本郵政公社北陸支社） 
 （１）郵便葉書等の無償交付 
    一世帯につき、通常葉書５枚、郵便書簡（ミニレター）１枚の範囲内で無償交付する。 
    なお、無償交付するときは、交付期間及び交付事務を取扱う郵便局を公示する。 
 （２）被災者が差し出す郵便物の料金免除 
    災害時において、被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。 
    なお、取扱局は原則として災害救助法が適用された市町村の区域内に所在する郵便局とする。 
 （３）被災地あて救助用郵便物の料金免除 
    災害時において、被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、共同募金会又は共同募金連

合会にあてた救助用物資を内容とする小包郵便物及び救助用又は見舞い用の現金書留郵便物の料
金免除を実施する。 

    なお、引受郵便局は、すべての郵便局（簡易郵便局を含む。）とする。 

 

 ２  郵便貯金､郵便為替､郵便振替関係（日本郵政公社北陸支社） 
   郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、次のとおり、郵便貯金、郵便為替、郵便振替に関し、非常

払戻し等及び非常貸付け又は料金免除の措置をする。 
   なお、印章を無くされた場合には、拇印の使用を認める。 
 （１）通常、積立、定額（定期）貯金の非常払戻し 
 
 

  
（３）日本政策金融公庫による融資 

    株式会社日本政策金融公庫においても、農林水産業施設等の災害復旧資金及び被害農林漁業者 
の経営維持安定に必要な資金について、金融措置が講じられている。 

 （４）既往借入金の償還猶予、償還期間の延長等 
    被災により農業近代化資金等の既往借入金の償還ができなくなった農業者等に対して、償還猶 

予、償還期間の延長を行うほか、株式会社日本政策金融公庫の各種農業制度資金の既往借入金に 
ついても償還猶予等の手続きが迅速に行われるよう依頼するなど必要な措置を講ずる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （４）減免等 

被災した納税者等に対し、各税目（個人の県民税、地方消費税、県たばこ税及びゴルフ場利用 
税を除く）ごとに法令等の規定に基づき、減免及び納入義務の免除等を行うほか、災害復旧資金 
借入又は県営住宅入居等に必要な納税証明書の交付申請手数料についても減免を行う。 

 
 
 
 
 
第４ 郵便業務に係る災害特別事務取扱い等（郵便事業株式会社、郵便局株式会社）  
 （削除） 
（１）被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

    災害時において、被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の支店及び郵便局において、 
被災世帯に対し、通常葉書及び郵便書簡を無償交付する。 

 （２）被災者が差し出す郵便物の料金免除 
    災害時において、被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。 
   
 （３）被災地あて救助用郵便物の料金免除 
    災害時において、被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で定める

法人又は団体にあてた救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実施する。 
 
 
 
 （２～３ 削除） 
 
 
 
 
 
 

 
・日本政策金融公庫に統合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・制度改正 
 
 
 
 
 
 
・日本郵政公社の民営・分
社化 
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           区          別 払戻限度額 

通 常 貯 金 通帳 有   全 額（注１） 

通帳 無   20万円(注２) 

 
積 立 貯 金 

通帳 有    全 額 

通帳 無 集金する郵便局で払い戻すとき   全 額（注１） 

集金する郵便局以外で払い戻すとき   20万円(注２) 

定額（定期）貯金 貯金証書 有   全 額 

貯金証書  無   20万円(注２) 

払戻証書及び返環
金支払通知書 

証書等  有   全 額 

証書等  無    20万円(注２) 
         (注１)：端末機による原簿確認ができない場合及び自局に集金票がない場合は 20 万円 
       （注２）：通帳・証書がない場合の払戻しは、一人一回限り。 

 
 （２）郵便貯金の非常貸付け 

           区          別 払戻限度額 

 
積 立 貯 金 

通帳 有    全 額 

通帳 無 集金する郵便局で貸付けするとき   全 額（注１） 

集金する郵便局以外で貸付けするとき   20万円(注２) 

定額（定期）貯金 貯金証書 有   全 額 

貯金証書  無   20万円(注２) 

      (注１)：端末機による原簿確認ができない場合及び自局に集金票がない場合は 20 万円 
         （注２）：通帳・証書がない場合の貸付けは、一人一回限り。 

 （３）郵便為替の非常払渡し 
    郵便振替についても、これに準ずる。 

   区          別 払渡限度額 

普通為替証書 有   全 額 

無   10万円(注) 

電信為替証書 有    全 額 

無   10万円(注) 

        （注）：為替証書がない場合の払渡しは、一人１回限り。 

 （４）被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の料金免除 
    被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、共同募金会又は共同募金会連合会に対する被

災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の通常払込み及び通常振替の料金免除を
実施する。 

   （５）災害ボランティア口座の取扱い 
    災害非常時におけるボランティア活動を支援するため、郵便振替口座を利用して寄付金を 
      募集し、被災地で活動するボランティア団体に配分する。 
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富山県地域防災計画（地震・津波災害編）修正案に係る新旧対照表 
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 ３  簡易保険関係（北陸郵政局） 

     区    分           内     容  取扱期間 
・保険料払込猶予期間の延伸  保険料の払込みが一時困難となった場合は

猶予期間を延伸する。 
３か月に限 
る。 

・保険料前納払込みの取消しに 
よる保険還付金の即時払 

 
 
 
 
 保険証書、領収帳又は印章をなくした場合
であっても、受取人が本人であることが 
確認できれば即時払をする。 

 
 
 
 
 
 
 
災害救助法が
発令された日
から１か月以
内に 
限る。 

・基本契約の保険金、倍額保険 
金及び未経過保険料の非常即 
時払 

・行方不明になった被保険者に 
 係る基本契約の保険金倍額保 
険金及び未経過保険料非常即 
時払 

・特約の保険金及び未経過保険 
料の非常即時払 

・保険契約者による基本契約の 
 解除の非常取扱い及び基本契 
約の解約還付金の非常即時払 

 通常、受持郵便局に限り認めている解約請
求及びこれに伴う還付金の即時払を受持 
郵便局以外の郵便局においても行う。 
 この場合、保険証書、領収帳又は印章を 
なくした場合であっても、受取人が本人で 
あることが確認できれば即時払いをする。 

・保険契約者による特約の解除 
 の非常取扱い及び特約の解約 
 還付金の非常即時払 

・普通貸付金の非常即時払 
 
 

 保険証書、領収帳又は印章をなくした場合
であっても、受取人が本人であることが 
確認できれば貸付限度額（ただし３０万円を
上限とする。）の範囲内で即時払をする。 
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富山県地域防災計画（地震・津波災害編）修正案に係る新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

第２節 激甚災害の指定 

 
 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（以下「激甚法」という。）に基づく激甚
災害の指定を受けるため、災害の状況を速やかに調査し、実情を把握して早期に激甚災害の指定を受けら
れるよう措置し、復旧事業費負担の適正化と迅速な復旧に努めるものとする。 
   
《関係法令》  
 ・災害対策基本法（昭３６法第２２３号）第９７条～９８条 
 ・激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭３７法第１５０号） 

対策の体系

激

甚 第１ 激 甚 災 害 指 定 手 続

災

害 １ 公共土木施設災害復旧事業に

の 関する特別の財政援助

指 第２ 特別財政援助額の交付手続等 ２ 農林水産業に関する特別の助成

定 ３ 中小企業に関する特別の助成

４ その他の特別財政援助及び助成

 

第１ 激甚災害指定手続（県各部局） 
 
 １ 知事は、市町村の被害状況等を検討のうえ、激甚災害及び局地激甚災害の指定を受ける必要がある

と思われる災害について関係各部に必要な調査を行わせるものとする。  
 ２ 県関係各部は、激甚法に定める必要な事項を速やかに調査し、早期に激甚災害の指定を受けら 
  れるよう措置するものとする。 
 ３ 大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、知事等の報告に基づき、中央防災会議の意見を聞

いて、激甚災害として指定すべき災害かどうか判断する。この場合、中央防災会議は、内閣総理大臣
に答申するに際し、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準に基づいて、激甚災害として指定す
べき災害かどうか答申することとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策の体系

激

甚 第１ 激 甚 災 害 指 定 手 続

災

害 １ 公共土木施設災害復旧事業等に

の 関する特別の財政援助

指 第２ 特別財政援助額の交付手続等 ２ 農林水産業に関する特別の助成

定 ３ 中小企業に関する特別の助成

４ その他の特別財政援助及び助成
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現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

指定手続フロ－

市 町 村 長

↓（報告）

都 道 府 県 知 事 → 内 適

閣 閣 政 用

（報告） 総 議 令 条

指定公共機関の → → 理 → 決 → 公 項

代 表 者 大 定 布 災

臣 害

名

指定行政機関の長 → ↑

諮 答

問 申

↓ 激 甚 災 害 指 定 基 準

（通報）

→ 中 央 防 災 会 議

局地激甚災害指定基準

 

 （１）激甚災害指定基準（本激） 
    激甚災害に対処するための特別の財政援助等の措置を行う必要がある災害の指定基準は次表の

とおりとする。（昭和３７年１２月７日、中央防災会議決定指定基準） 

     適用条項（適用措置）            指  定  基  準  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

激甚法第２章（公共土木施設災害復旧事業等

に関する特別の財政援助） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 次のいずれかに該当する災害 
(A基準) 
 事業費査定見込額＞全国都道府県及び市町村の当該年度の標準税収 
入総額の0.5% 
(B基準) 
 事業費査定見込額＞全国都道府県及び市町村の当該年度の標準税収 
入総額の0.2% 
 かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上あるもの 
 １ 都道府県負担事業の事業費査定見込額＞当該都道府県の当該年  

度の標準税収入総額の25% 
 ２ 一の都道府県内の市町村負担事業の事業費査定見込総額＞当該 
  都道府県内全市町村の当該年度の標準税収入総額の5% 

激甚法第５条（農地等の災害復旧事業等に係

る補助の特別措置） 
 
 
 
 
 
 

 次のいずれかに該当する災害 
(A基準) 
 事業費査定見込額＞当該年度の全国農業所得推定額の0.5% 
(B基準) 
 事業費査定見込額＞当該年度の全国農業所得推定額の0.15% 
 かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上あるもの 
 １ 一の都道府県内の事業費査定見込額＞当該都道府県の当該年度  

の農業所得推定額の4% 
 ２ 一の都道府県内の事業費査定見込額＞１０億円 
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富山県地域防災計画（震災編）新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

激甚法第６条（農林水産業共同利用施設災害

復旧事業費の補助の特例） 
 

 次の１又は２の要件に該当する災害。ただし、当該施設に係る被害 
見込額5,000万円以下と認められる場合は除外。 
 １ 激甚法第５条の措置が適用される激甚災害 
 ２ 農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額の1.5% 
  であることにより激甚法第８条の措置が適用される激甚災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     適用条項（適用措置）            指  定  基  準 

激甚法第８条（天災による被害農林漁業者等

に対する資金の融通に関する暫定措置の特例

） 
 
 
 
 
 

 次のいずれかに該当する災害。ただし、災害の状態によりその必要 
なしと認められるものは除外。 
(A基準) 
 農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額の0.5% 
(B基準) 
 農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額の0.15% 
 かつ、次の要件に該当する都道府県が１以上あるもの 
 一の都道府県内の当該災害に係る特別被害農業者数＞当該都道府県内

の農業を主業とする者の数の3% 
激甚法第11条の２（森林災害復旧事業に対す

る補助） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 次のいずれかに該当する災害 
(A基準) 
 林業被害見込額（樹木に係るものに限る。以下同じ。）＞当該年度の 
全国生産林業所得（木材生産部門）推定額の5% 
(B基準) 
 林業被害見込額＞当該年度の全国生産林業所得（木材生産部門）推定額の

1.5% 
 かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上あるもの 
 １ 一の都道府県内の林業被害見込額＞当該都道府県の当該年度の 
  生産林業所得（木材生産部門）推定額の60% 
 ２ 一の都道府県内の林業被害見込額＞当該年度の全国生産林業所  

得（木材生産部門）推定額の1%   
激甚法第12条、13条、15条（中小企業信用保

険法による災害関係保証の特例等） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 次のいずれかに該当する災害 
(A基準) 
 中小企業関係被害額＞当該年度の全国中小企業所得推定額（第２次産業

及び第３次産業国民所得×中小企業付加価値率×中小企業販売率の推計。

以下同じ。）の0.2%  
(B基準) 
 中小企業関係被害額＞当該年度の全国中小企業所得推定額の0.06% 
 かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上あるもの 
 １ 一の都道府県内の当該災害に係る中小企業関係被害額＞当該年  

度の当該都道府県の中小企業所得推定額の2% 
 ２ 一の都道府県内の中小企業関係被害額＞1,400億円 
 ただし、火災の場合または激甚法第12条の適用がある場合の全国中小企

業所得推定額に対する中小企業関係被害額の割合は、被害の実情に応じ特

例措置が講じられることがある。 
 

激甚法第６条（農林水産業共同利用施設災害

復旧事業費の補助の特例） 
 

 次の１又は２の要件に該当する災害。ただし、当該施設の被害見込額が

5,000万円以下の場合は除外。 
 １  
 ２  
 

 ただし、上記に該当しない場合でも、水産業共同利用施設に係るものに

ついては、当該災害による漁業被害見込額が農業被害見込額を超え、かつ

、次の３又は４の要件に該当する災害。ただし、水産業共同利用施設の被

害見込額が5,000万円以下の場合は除外。 

 ３ 漁船等(漁船、漁具及び水産動植物の養殖施設)の被害見込額     

   ＞当該年度の全国漁業所得推定額の0.5％ 

 ４ 漁業被害見込額>当該年度の全国漁業所得推定額の1.5％ 

  であることにより激甚法第８条の措置が適用される激甚災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

激甚法第12条、13条（中小企業信用保険法に

よる災害関係保証の特例等） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

・現行基準

に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法改正に

伴い削除 
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富山県地域防災計画（震災編）新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

激甚法第16条（公立社会教育施設災害復旧事

業に対する補助）、17条(私立学校施設災害復

旧事業に対する補助）、19条(市町村施行の感

染症予防事業に関する負担の特例） 

 激甚法第２章の措置が適用される激甚災害。ただし、当該施設に係る被

害または当該事業量が軽微であると認められる場合は除外 

激甚法第22条（罹災者公営住宅建設等事業に

対する補助の特例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 次のいずれかに該当する災害 
(A基準) 
 滅失住宅戸数≧被災地全域で4,000戸  
(B基準) 
 (1)滅失住宅戸数≧被災地全域で2,000戸  
  かつ、次のいずれかに該当するもの 
  １ 一市町村の区域内で200戸以上 
  ２ その区域内の住宅戸数の１割以上  
 (2)滅失住宅戸数≧被災地全域で1,200戸  
   かつ、次のいずれかに該当するもの 
  １ 一市町村の区域内で400戸以上 
  ２ その区域内の住宅戸数の2割以上  
 ただし、火災の場合の被災地全域の滅失戸数は、被害の実情に応じた特

例的措置が講ぜられることがある。   

 

     適用条項（適用措置）            指  定  基  準 

激甚法第24条（小災害債に係る元利償還金の

基準財政需要額への算入等） 
１ 公共土木施設及び公立学校施設小災害に係る措置については激甚 

法第２章の措置が適用される災害 
２ 農地及び農業用施設等小災害に係る措置については激甚法第５条 

の措置が適用される災害 
上記以外の措置  災害発生のつど被害の実情に応じ個別に考慮 

 

 （２）局地激甚災害指定基準（局激） 
    災害を市町村単位の被害の規模でとらえ、限られた地域内で多大な被害を被ったものについて、

激甚災害として指定することができるが、その指定基準は次表のとおりとする。 

   （昭和４３年１１月２２日、中央防災会議決定指定基準） 

     適用条項（適用措置）            指  定  基  準 

激甚法第２章(3､4条)（公共土木施設災害復旧

事業等に関する財政援助） 
 当該市町村が負担する公共土木施設復旧事業費等の査定事業費額＞当

該市町村の当該年度の標準税収入の50%（査定事費業額が1,000万円未満

のものは除外） 
 ただし、該当市町村ごとの当該事業費額の合計が１億円未満の場合は除

外。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     適用条項（適用措置）            指  定  基  準 

激甚法第２章(3､4条)（公共土木施設災害復旧

事業等に関する財政援助） 
① 当該市町村が負担する公共土木施設災害復旧事業等の査定事業費額

が次のいずれかに該当する災害。ただし、該当市町村ごとの当該査定事

業費額の合計が１億円未満のものは除外。 

（イ）当該査定事業費額＞当該市町村の当該年度の標準税収入の 

50%（当該査定事業費額が1,000万円未満のものは除外） 

（ロ）当該査定事業費額＞当該市町村の当該年度の標準税収入の 

20%（当該標準税収入が50億円以下であり、かつ、当該査定事業費

額が2億5,000万円を超えるもの） 

（ハ）当該査定事業費額＞当該市町村の当該年度の標準税収入の 

20%＋{（当該標準税収入－50億円）の60% }（当該標準税収入が50

億円を超え、かつ、100億円以下のもの） 

 

② ①の当該査定事業費の見込額からみて、①の災害に明らかに該当すると見

込まれる災害。ただし、被害箇所数が10未満のものは除外。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現行基準

に修正 
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富山県地域防災計画（震災編）新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

激甚法第5条、６条（農地等の災害復旧事業等

に係る補助の特別措置等） 
  当該市町村の農地等の災害復旧事業に要する経費の額＞当該市町村の

当該年度の農業所得推定額の10%（経費の額が1,000万円未満のものは除

外） 
  ただし、該当市町村ごとの当該経費の額の合計が5,000万円未満の場合

は除外。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
激甚法第11条の２（森林災害復旧事業に対す

る補助） 
 当該市町村の林業被害見込額（樹木に限る）＞当該市町村の当該年度の

生産林業所得（木材生産部門）推定額の1.5倍（被害見込額が当該年度の

全国生産林業所得（木材生産部門）推定額の0.05%未満のものは除外） 
  かつ、次の要件のいずれかに該当する市町村が１以上あるもの 
  １ 大火による災害の場合の要復旧見込面積＞300ha 
 ２ その他の災害の場合の要復旧見込面積＞当該市町村の民有林（人  

工林に限る）面積の25% 

激甚法第12､13､15条（中小企業信用保険法に

よる災害関係保証の特例等） 
 当該市町村の中小企業関係被害額＞当該市町村の当該年度の中小企業

所得推定額の10%（被害額が1,000万円未満のものは除外） 
  ただし、該当市町村ごとの当該経費の額の合計が5,000万円未満の場 合

は除外。 
激甚法第24条（小災害債に係る元利償還金の

基準財政需要額への算入等） 
 激甚災害指定基準（本激）の激甚法第２４条の欄に同じ。 

 
 
第２ 特別財政援助額の交付手続等 
 激甚災害の指定を受けたときは、県関係部局は、事業の種別ごとに激甚法及び算定の基礎となる法令に
基づき負担金等を受けるための手続を実施する。 
 なお、激甚災害に定められている措置のうち、主要なものの概要は次のとおりである。 
 
 １ 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 
     （県厚生部、県農林水産部、県土木部、県教育委員会） （激甚法第３条、第４条） 
   河川、道路、港湾等の公共土木施設、保護施設、児童福祉施設等の厚生施設や公立学校などが災害

により被害を受けた場合には、それぞれ、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、生活保護法、児
童福祉法、公立学校施設災害復旧費国庫負担法等の根拠法令に基づき災害復旧事業が行われるが、激
甚法第３条及び第４条が適用されると、これらの災害復旧事業にかかる国庫補助額がその額に応じて
累進的に嵩上げされることとなる。 

   過去の例からみると、例えば、公共土木施設の災害復旧事業の場合、国庫負担率は、一般災害であ
れば６～８割程度であるが、激甚災害の場合には、７～９割程度まで引き上げられることとなる。 

 ２ 農林水産業に関する特別の助成（県農林水産部） 
 （１）農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置（激甚法第５条） 
    農地、農業用施設又は林道の災害復旧事業は、通常、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の

暫定措置に関する法律（以下、「暫定措置法」という。）に基づき行われるが、激甚法第５条が適用
されると、これらの災害復旧事業に係る国庫補助額がその額に応じて累進的に嵩上げされることと
なる。 

    過去の例からみると、例えば、農地の災害復旧事業の場合、国庫負担率は、一般災害であれば概
ね８割程度であるが、激甚災害の場合は、概ね９割程度まで引き上げられることとなる。 

 

激甚法第5条、６条（農地等の災害復旧事業等

に係る補助の特別措置等） 
①   

 

 

 

 
上記に該当しない場合でも、当該市町村の漁業被害額が農業被害額を

超え、かつ、次に該当する災害。 

当該市町村の漁船等（漁船、漁具及び水産動植物の養殖施設）の被害額＞当該

市町村の当該年度の漁業所得推定額の10% 

（漁船等の被害額が1,000万円未満のものは除外） 

ただし、該当市町村ごとの当該漁船等の被害額の合計が5,000 

万円未満の場合は除外。 

 

② ①の当該経費の見込額からみて、①の災害に明らかに該当すると見込まれ

る災害。ただし、被害箇所数が10未満のものは除外。 

 
  

激甚法第12､13条（中小企業信用保険法によ

る災害関係保証の特例等） 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （削除） 
 
 

 

 

 

・現行基準

に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法改正に

伴い削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・適切な表

現に修正 
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富山県地域防災計画（震災編）新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

 （２）農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例（激甚法第６条） 
    農業協同組合、森林組合等が所有する倉庫、共同作業場等の共同利用施設の災害復旧事業は、通

常、暫定措置法に基づき行われるが、激甚法第６条が適用されると、これらの災害復旧事業に係る
国庫補助額がその額に応じて累進的に嵩上げされることとなる。 

     過去の例からみると、国庫負担率は、一般災害であれば２割程度であるが、激甚災害の場合に
は、概ね９割又は５割程度まで引き上げられることとなる。  

 （３）天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例(激甚法第８条） 
    天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（以下「天災融資法」とい

う。）が発動された災害が激甚災害に指定された場合には、天災融資法に定める経営資金等につい
て、貸付け限度額の引き上げ（一般被災農業者 200 万円→250 万円、果樹栽培者等 500 万円→600
万円）及び償還期限の延長（６年→７年）が行われ、貸付条件の緩和が図られる。 

     なお、利率については、天災融資法の発動により、特別被災者に対し３％以内の低利で貸すな
どの措置がとられている 

 （４）共同利用小型漁船の建造費の補助（激甚法第 11 条） 
    激甚災害を受けた一定の都道府県が、漁業協同組合が必要とする共同利用小型漁船建造費に 
   ついて補助を行った場合に、国が都道府県に対し、その２分の１を特別に補助するものである。 
 （５）森林災害復旧事業に対する補助（激甚法第 11 条の２） 
    激甚災害を受けた一定地域における森林災害復旧事業について、国が都道府県に対し、当該事業

費の２分の１を特別に補助するものである。  
 
 ３ 中小企業に関する特別の助成（県商工労働部） 
 （１）中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（激甚法第 12 条） 
        中小企業信用保険法による災害関係保証について、激甚法第 12 条の適用により、付保限度額の

別途設定（普通保険の場合、２億８千万円の別枠設定）及び保険てん補率の引き上げ（普通保険の
場合、70％→80％）の特例措置が行われる。なお、激甚災害の場合には、中小企業信用保険法施行
令の規定により、保険料率の引き下げも併せて行われる。 

 （２）小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の特例（激甚法 13 条） 
    激甚災害を受けた者が当該災害を受ける以前に貸付けを受けていた小規模企業者等設備導入資

金についてその償還期限を２年以内の範囲で延長することができるものとする特例である。 
 （３）中小企業者に対する資金の融通に関する特例（激甚法第 15 条） 
    商工組合中央金庫が中小企業者の事業の再建に必要な資金として貸し付けた資金について、激甚

災害の場合には、一定額を限度として、年 6.2%を超えない範囲において政令で定める利率（特別被
害者については、３％）まで利率を引き下げる特例である。なお、激甚法第 15 条が適用される激
甚災害については、閣議決定により、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫においても、同様の利
率の引き下げが行われることとなっている。 

 
 ４ その他の特別財政援助及び助成（県教育委員会、県経営管理部、県土木部、県農林水産部、市町村） 
 （１）公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助（激甚法第 16 条） 
    激甚災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館等の社会教育施設の災害復旧事業について、 
   国が当該事業費の３分の２を特例的に補助するもの。 
 （２）私立学校施設災害復旧事業に対する補助（激甚法第 17 条） 
    激甚災害を受けた私立の学校の災害復旧事業について、国が当該事業費の２分の１を特例的に補

助するもの。 
 （３）水防資材費の補助の特例（激甚法 21 条） 
    水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用について、国が当該費用の３分の２を特例

的に補助するもの。（一般災害の場合、費用の３分の１を補助する予算補助制度がある。） 
 （４）罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例（激甚法 22 条） 
    激甚災害により滅失した住宅に当該災害の当時居住していた者に賃貸するため、地方公共団体が

公営住宅の建設等をする場合に、国がその工事費の４分の３を特例的に補助するものである。（一般
災害の場合、国庫補助率３分の２） 

 

 
 
 
 
 
 
 （３） 
    天災融資法が発動された災害が激甚災害に指定された場合には、天災融資法に定める経営資金等

について、貸付け限度額の引き上げ（例：被害農業者の場合、200 万円→250 万円、果樹栽培者等
の場合、500 万円→600 万円）及び償還期限の延長（例：特別被害農業者等の場合、６年→７年）
が行われ、貸付条件の緩和が図られる。 

     なお、利率については、天災融資法の発動により、特別被害地域で営農する特別被害農業者等
に対し３％以内の低利で貸すなどの措置がとられる。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （３）（削除） 
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富山県地域防災計画（震災編）新旧対照表 

現行地域防災計画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考 

 （５）小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（激甚法第 24 条） 
    激甚災害によって必要を生じた公共土木施設、公立学校施設、農地、農業用施設及び林道の災害

復旧事業のうち、１箇所の事業費が一定額未満の小規模なものについて、当該事業費にあてるため
発行を許可された地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、基
準財政需要額に算入されることとなっている（例えば、農地等の場合、基準財政需要額への算入率
は約 100％）。 

 

 

第３節 公共土木施設の災害復旧計画 

  
  公共土木施設の地震被害を早期に復旧するため、的確に被害状況を把握するとともに、災害復旧関係法
令等に定められた一連の業務に基づき、速やかに復旧計画を策定し、災害査定を受け、早期に業務実施で
きるよう努める。 

対策の体系

公災 １ 復旧（復興）方針の決定及び

共害 第１ 災 害 復 旧 計 画 の 策 定 等 復旧計画の策定

土復

木旧 ２ 災害査定の促進

施計

設画 第２ 大規模災害時等の指導・助言制度の活用 １ 緊急調査の実施

の ２ 災害アドバイザー制度の活用

 

第１ 災害復旧計画の策定等  
 １ 復旧（復興）方針の決定及び復旧計画の策定（県土木部、県農林水産部、市町村） 
      公共土木施設管理者は、その被害状況に応じて復旧方針を定め、速やかに災害復旧計画を策定する。 
   また、被害が甚大で広範囲に及ぶ場合は、必要に応じて、関係機関が連携して復興計画を策定する。 
 
 ２ 災害査定の促進（県土木部、県農林水産部、市町村） 
   復旧事業費の早期決定により円滑な事業実施を図るため、国と協議しながら査定計画を立て、査定

が速やかに行えるよう努める。 
   なお、被害の状況により特に緊急を要する場合は、緊急に査定が実施されるよう必要な措置を講ず

る。 
 
第２ 大規模災害時等の指導・助言制度の活用 
 １ 緊急調査の実施（県土木部、県農林水産部、市町村）  
   被害が甚大又は広範囲に及ぶなど特別な災害が発生した場合は、必要に応じて国に対して緊急調査

を要請し、国の指導・助言を得る。 
 
 ２ 災害アドバイザー制度の活用（県土木部、県農林水産部、市町村） 
   被害が甚大又は広範囲に及ぶなど特別な災害が発生した場合は、必要に応じてアドバイザー制度

（災害復旧技術専門家派遣制度）を活用し、災害に対して知見を有する専門家より指導・助言を得る。 

      （資料 「１２－１４ 災害復旧技術専門家派遣制度」） 

  

 

 

 


